
議案第  号 

   宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和５年（２０２３年） 月  日提出 

                          宝塚市長 山 﨑 晴 恵  

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例 

 宝塚市火災予防条例（昭和５９年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「距離として」の次に「消防長又は」を加える。 

 第５条の２第１項第１号ア及び同項第２号イ中「鋼鈑」を「鋼板」に改める。 

 第１５条第１項第３号中「消防署長」を「消防長」に改め、同項第４号中「キュービク

ル式のものにあっては、」を削り、同条第２項中「消防署長」を「消防長」に改める。 

 第１５条の２第１項第１号中「消防署長」を「消防長」に改め、同項第４号中「雨水等」

を「その筐体は雨水等」に改める。 

 第１７条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロワ

ット時を超え２０キロワット時以下のものであって、蓄電池設備の出火防止措置及び延

焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下

同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。こ

の場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上

又は台上に設けなければならない。 

 第１７条第２項中「、第６号」を削り、同条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電

気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定

めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の

ものを除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保たなければならない。

ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この

限りでない。 

 第１７条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１５条の２第１項第４号」に改め



る。 

 第２３条中「所轄消防署長（以下「消防署長」という。）」を「消防署長」に改める。 

 第２４条第１項第１号中「距離として」の次に「消防長又は」を加える。 

 第２５条第１項第２号中「において」を「に置いて」に改める。 

 第３５条第５項中「吸い殻容器」を「吸殻容器」に改める。 

 第４４条の２中「消防長」の次に「又は消防署長」を加える。 

 第５４条中「消防署長」を「消防長又は消防署長」に改め、同条第１６号中「蓄電池設

備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時以下のものを除く。）」を加える。 

 第５５条の２第１項中「消防署長が」を「消防長が」に、「消防署長に」を「消防長又は

消防署長に」に改める。 

 第５７条中「第１２号」を「第１７号」に改める。 

 別表第３中 

「 

上記に分類

されないも

の 

使用温度が８００℃

以上のもの 

― ２５０ ２００ ３００ ２００ 

使用温度が３００℃

以上８００℃未満の

もの 

― １５０ １００ ２００ １００ 

使用温度が３００℃

未満のもの 

― １００ ５０ １００ ５０ 

」 

を 

「 

固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木炭を燃料とする

もの 

炭火焼

き器 

― １００ ５０ ５０ ５０ 

不

燃 

木炭を燃料とする

もの 

炭火焼

き器 

― ８０ ３０ ― ３０ 



上記に分類

されないも

の 

使用温度が８００℃

以上のもの 

― ２５０ ２００ ３００ ２ ０

０ 

使用温度が３００℃

以上８００℃未満の

もの 

― １５０ １００ ２００ １ ０

０ 

使用温度が３００℃

未満のもの 

― １００ ５０ １００ ５０ 

                                       」 

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は現に設置の工事がされている燃料電池発電設

備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の宝塚市火

災予防条例（以下「新条例」という。）第１７条第１項に規定する蓄電池設備（この条

例による改正前の宝塚市火災予防条例（附則第４項において「旧条例」という。）第 

１７条第１項に規定する蓄電池設備に該当するものに限る。次項において同じ。）（以

下この項において「燃料電池発電設備等」という。）のうち、新条例第１５条第１項第

４号（新条例第１２条の２第１項及び第３項、第１５条第３項、第１６条第２項及び第

３項並びに第１７条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合し

ないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１７条第１

項に規定する蓄電池設備のうち、新条例第１７条第１項の規定に適合しないものについ

ては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 新条例第１７条第１項に規定する蓄電池設備（旧条例第１７条第１項に規定する蓄電

池設備に該当するものを除く。）のうち、この条例の施行の際現に設置されているもの

及びこの条例の施行の日から起算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、

同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。 



議案第  号 

   宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市火災予防条例(昭和59年条例第40号)新旧対照表 

現行 改正案 

(炉) (炉) 

第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準

によらなければならない。 

第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準

によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要

しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25

年法律第201号)第2条第9号に規定する不

燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上

げをした建築物等(消防法施行令(昭和36

年政令第37号。以下「令」という。)第5条

第1項第1号に規定する建築物等をいう。以

下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基

準法第2条第7号に規定する耐火構造をい

う。以下同じ。)であって、間柱、下地その

他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施

行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に

規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)

で造ったものである場合又は当該建築物

等の部分の構造が耐火構造以外の構造で

あって、間柱、下地その他主要な部分を不

燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるも

のに限る。)である場合をいう。以下同じ。)

を除き、建築物等及び可燃性の物品から次

のア又はイに掲げる距離のうち、火災予防

上安全な距離として     消防署長

が認める距離以上の距離を保つこと。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要

しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25

年法律第201号)第2条第9号に規定する不

燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上

げをした建築物等(消防法施行令(昭和36

年政令第37号。以下「令」という。)第5条

第1項第1号に規定する建築物等をいう。以

下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基

準法第2条第7号に規定する耐火構造をい

う。以下同じ。)であって、間柱、下地その

他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施

行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に

規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)

で造ったものである場合又は当該建築物

等の部分の構造が耐火構造以外の構造で

あって、間柱、下地その他主要な部分を不

燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるも

のに限る。)である場合をいう。以下同じ。)

を除き、建築物等及び可燃性の物品から次

のア又はイに掲げる距離のうち、火災予防

上安全な距離として消防長又は消防署長

が認める距離以上の距離を保つこと。 

ア・イ （略）  ア・イ （略） 

(2)～(19) （略） (2)～(19) （略） 

2～4 （略） 2～4 （略） 

(厨房設備) (厨房設備) 

第5条の2 調理を目的として使用するレンジ、

フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設

備」という。)の位置、構造及び管理は、次

に掲げる基準によらなければならない。 

第5条の2 調理を目的として使用するレンジ、

フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設

備」という。)の位置、構造及び管理は、次

に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 厨房設備に附属する排気ダクト及び天

蓋
がい

(以下「排気ダクト等」という。)は、次

によること。 

(1) 厨房設備に附属する排気ダクト及び天

蓋
がい

(以下「排気ダクト等」という。)は、次

によること。 

ア 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼鈑

又はこれと同等以上の耐食性及び強度

を有する不燃材料で造ること。ただし、

当該厨房設備に入力及び使用状況から

ア 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板

又はこれと同等以上の耐食性及び強度

を有する不燃材料で造ること。ただし、

当該厨房設備に入力及び使用状況から



判断して火災予防上支障がないと認め

られるものにあっては、この限りでな

い。 

判断して火災予防上支障がないと認め

られるものにあっては、この限りでな

い。 

イ～カ （略）  イ～カ （略）  

(2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれの

ある厨房設備の天蓋
がい

は、次によること。 

(2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれの

ある厨房設備の天蓋
がい

は、次によること。 

ア （略） ア （略） 

イ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼

鈑又はこれと同等以上の耐食性及び強

度を有する不燃材料で造られたものと

すること。ただし、当該厨房設備の入力

及び使用状況から判断して火災予防上

支障がないと認められるものにあって

は、この限りでない。 

イ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼

板又はこれと同等以上の耐食性及び強

度を有する不燃材料で造られたものと

すること。ただし、当該厨房設備の入力

及び使用状況から判断して火災予防上

支障がないと認められるものにあって

は、この限りでない。 

ウ・エ （略） ウ・エ （略）  

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(変電設備) (変電設備) 

第15条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロ

ワット以下のもの及び次条に掲げるものを

除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、

次に掲げる基準によらなければならない。 

第15条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロ

ワット以下のもの及び次条に掲げるものを

除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、

次に掲げる基準によらなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 変電設備(消防署長が火災予防上支障

がないと認める構造を有するキュービク

ル式のものを除く。)は、不燃材料で造っ

た壁、柱、床及び天井(天井のない場合に

あっては、はり又は屋根。以下同じ。)で

区画させ、かつ、窓及び出入口に防火戸を

設けた室内に設けること。ただし、変電設

備の周囲に有効な空間を保有する等火災

予防上有効な措置を講じた場合において

は、この限りでない。 

(3) 変電設備(消防長  が火災予防上支障

がないと認める構造を有するキュービク

ル式のものを除く。)は、不燃材料で造っ

た壁、柱、床及び天井(天井のない場合に

あっては、はり又は屋根。以下同じ。)で

区画させ、かつ、窓及び出入口に防火戸を

設けた室内に設けること。ただし、変電設

備の周囲に有効な空間を保有する等火災

予防上有効な措置を講じた場合において

は、この限りでない。 

(4) キュービクル式のものにあっては、建

築物等の部分との間に換気、点検及び整備

に支障のない距離を保つこと。 

(4)                                 建

築物等の部分との間に換気、点検及び整備

に支障のない距離を保つこと。 

(5)～(12) （略） (5)～(12) （略） 

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に

設ける電気事業者用のもの並びに消防署長

が火災予防上支障がないと認める構造を有

するキュービクル式のものを除く。)にあっ

ては、建築物から3メートル以上の距離を保

たなければならない。ただし、不燃材料で造

り、又は覆われた外壁で開口部のないものに

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に

設ける電気事業者用のもの並びに消防長  

が火災予防上支障がないと認める構造を有

するキュービクル式のものを除く。)にあっ

ては、建築物から3メートル以上の距離を保

たなければならない。ただし、不燃材料で造

り、又は覆われた外壁で開口部のないものに



面するときは、この限りでない。 面するときは、この限りでない。 

3 （略） 3 （略） 

(急速充電設備) (急速充電設備) 

第15条の2 急速充電設備(電気を設備内部で

変圧して、電気自動車等(電気を動力源とす

る自動車、原動機付自転車、船舶、航空機そ

の他これらに類するものをいう。以下同じ。)

にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車

等に接続するためのものをいう。以下同じ。)

を用いて充電する設備(全出力20キロワット

以下のものを除く。)をいい、分離型のもの

(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポ

スト(コネクター及び充電用ケーブルを収納

する設備で、変圧する機能を有しないものを

いう。以下同じ。)により構成されるものを

いう。以下同じ。)にあっては、充電ポスト

を含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理

は、次に掲げる基準によらなければならな

い。 

第15条の2 急速充電設備(電気を設備内部で

変圧して、電気自動車等(電気を動力源とす

る自動車、原動機付自転車、船舶、航空機そ

の他これらに類するものをいう。以下同じ。)

にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車

等に接続するためのものをいう。以下同じ。)

を用いて充電する設備(全出力20キロワット

以下のものを除く。)をいい、分離型のもの

(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポ

スト(コネクター及び充電用ケーブルを収納

する設備で、変圧する機能を有しないものを

いう。以下同じ。)により構成されるものを

いう。以下同じ。)にあっては、充電ポスト

を含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理

は、次に掲げる基準によらなければならな

い。 

(1)  急速充電設備(全出力50キロワット以

下のもの及び消防署長が認める延焼を防

止するための措置が講じられているもの

を除く。)を屋外に設ける場合にあっては、

建築物から3メートル以上の距離を保つこ

と。ただし、次に掲げるものにあっては、

この限りでない。 

(1)  急速充電設備(全出力50キロワット以

下のもの及び消防長 が認める延焼を防

止するための措置が講じられているもの

を除く。)を屋外に設ける場合にあっては、

建築物から3メートル以上の距離を保つこ

と。ただし、次に掲げるものにあっては、

この限りでない。 

 ア・イ （略）  ア・イ （略） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 雨水等          の浸入防止の措置を

講ずること。 

(4) その筐体は雨水等の浸入防止の措置を

講ずること。 

(5)～(19) （略） (5)～(19) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(蓄電池設備) (蓄電池設備) 

第17条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と

電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・

セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽

は、耐酸性の床上又は台上に、転倒しないよ

うに設けなければならない。ただし、アルカ

リ蓄電池を設ける床上又は台上にあっては、

耐酸性の床又は台としないことができる。 

第17条 蓄電池設備(蓄電池容量が10キロワッ

ト時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワ

ット時を超え20キロワット時以下のもので

あって、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼

防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示

第7号)第2に定めるものを除く。以下同じ。)

は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又

は破損しない構造とすること。この場合にお

いて、開放形鉛蓄電池を用いたものにあって

は、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設

けなければならない。 

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける

蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準につ

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける

蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準につ



いては、第14条第4号並びに第15条第1項第1

号、第3号、第6号から第8号まで及び第11号

の規定を準用する。 

いては、第14条第4号並びに第15条第1項第1

号、第3号       から第8号まで及び第11号

の規定を準用する。 

3 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の進入

防止の措置を講じたキュービクル式のもの

としなければならない。 

3 第1項に規定するもののほか、屋外に設ける

蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事

業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及

び延焼防止措置に関する基準第3に定めるも

の並びに消防長が火災予防上支障がないと

認める構造を有するキュービクル式のもの

を除く。)にあっては、建築物から3メートル

以上の距離を保たなければならない。ただ

し、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開

口部のないものに面するときは、この限りで

ない。 

4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける

蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準につ

いては、第14条第4号、第15条第1項第4号、

第7号、第8号及び第11号並びに第2項並びに

本条第1項の規定を準用する。 

4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける

蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準につ

いては、第14条第4号、第15条第1項第4号、

第7号、第8号及び第11号並びに第15条の2第

1項第4号 の規定を準用する。 

(基準の特例) (基準の特例) 

第23条 この節の規定は、この節に掲げる設備

について、消防長又は所轄消防署長(以下「消

防署長」という。)が、当該設備の位置、構

造及び管理並びに周囲の状況から判断して、

この節の規定による基準によらなくとも、火

災予防上支障がないと認めるとき、又は予想

しない特殊の設備を用いることにより、この

節の規定による基準による場合と同等以上

の効力があると認めるときにおいては、適用

しない。 

第23条 この節の規定は、この節に掲げる設備

について、消防長又は消防署長           

                  が、当該設備の位置、構

造及び管理並びに周囲の状況から判断して、

この節の規定による基準によらなくとも、火

災予防上支障がないと認めるとき、又は予想

しない特殊の設備を用いることにより、この

節の規定による基準による場合と同等以上

の効力があると認めるときにおいては、適用

しない。 

(液体燃料を使用する器具) (液体燃料を使用する器具) 

第24条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、

次に掲げる基準によらなければならない。 

第24条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、

次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要

しない場合を除き、建築物等及び可燃性の

物品から次のア又はイに掲げる距離のう

ち、火災予防上安全な距離として    

 消防署長が認める距離以上の距離を保

つこと。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要

しない場合を除き、建築物等及び可燃性の

物品から次のア又はイに掲げる距離のう

ち、火災予防上安全な距離として消防長又

は消防署長が認める距離以上の距離を保

つこと。 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(2)～(14) （略） (2)～(14) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(固体燃料を使用する器具) (固体燃料を使用する器具) 

第25条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、

次に掲げる基準によらなければならない。 

第25条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、

次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 



(2) 置きごたつにあっては、火入容器を金

属以外の不燃材料で造った台上において

使用すること。 

(2) 置きごたつにあっては、火入容器を金

属以外の不燃材料で造った台上に置いて

使用すること。 

2 （略） 2 （略） 

(作業中の防火管理) (作業中の防火管理) 

第35条 （略） 第35条 （略） 

2～4 （略） 2～4 （略） 

5 作業現場においては、火災予防上安全な場

所に吸い殻容器を設け、当該場所以外の場所

では喫煙してはならない。 

5 作業現場においては、火災予防上安全な場

所に吸殻容器 を設け、当該場所以外の場所

では喫煙してはならない。 

(基準の特例) (基準の特例) 

第44条の2 前2条の規定の全部又は一部は、消

防長            が劇場等の位置、収容人

員、使用形態、避難口その他の避難施設の配

置等により入場者の避難上支障がないと認

めるときにおいては、適用しない。 

第44条の2 前2条の規定の全部又は一部は、消

防長又は消防署長が劇場等の位置、収容人

員、使用形態、避難口その他の避難施設の配

置等により入場者の避難上支障がないと認

めるときにおいては、適用しない。 

(火を使用する設備等の設置の届出) (火を使用する設備等の設置の届出) 

第54条 火を使用する設備又はその使用に際

し火災の発生のおそれのある設備のうち、次

に掲げるものを設置しようとする者は、あら

かじめ、その旨を消防署長         に届け

出なければならない。 

第54条 火を使用する設備又はその使用に際

し火災の発生のおそれのある設備のうち、次

に掲げるものを設置しようとする者は、あら

かじめ、その旨を消防長又は消防署長に届け

出なければならない。 

(1)～(15) （略） (1)～(15) （略） 

(16) 蓄電池設備                       

                        

(16) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワッ

ト時以下のものを除く。) 

(17)・(18) （略） (17)・(18) （略） 

(指定洞
とう

道等の届出) (指定洞
とう

道等の届出) 

第55条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル

(以下「通信ケーブル等」という。)の敷地を

目的として設置された洞
とう

道、共同溝その他こ

れらに類する地下の工作物(通信ケーブル等

維持管理等のため必要に応じ人が出入りす

る隧
ずい

道に限る。)で、火災が発生した場合に

消火活動に重大な支障を生じるおそれのあ

るものとして消防署長が指定したもの(以下

「指定洞
とう

道等」という。)に通信ケーブル等

を敷設する者は、次に掲げる事項を消防署長

に     届け出なければならない。 

第55条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル

(以下「通信ケーブル等」という。)の敷地を

目的として設置された洞
とう

道、共同溝その他こ

れらに類する地下の工作物(通信ケーブル等

維持管理等のため必要に応じ人が出入りす

る隧
ずい

道に限る。)で、火災が発生した場合に

消火活動に重大な支障を生じるおそれのあ

るものとして消防長が 指定したもの(以下

「指定洞
とう

道等」という。)に通信ケーブル等

を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長又

は消防署長に届け出なければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(廃止の届出) (廃止の届出) 



第57条 第52条、第54条第1号から第12号及び

前条に規定する施設を廃止しようとする者

は、速やかに、その旨を消防長又は消防署長

に届け出なければならない。 

第57条 第52条、第54条第1号から第17号及び

前条に規定する施設を廃止しようとする者

は、速やかに、その旨を消防長又は消防署長

に届け出なければならない。 

別表第3(第3条、第24条関係) 別表第3(第3条、第24条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 

備考 (略) 備考 (略) 



【別記】 

（現行） 

対象火気設備等又は対象火気設備等の種別 離隔距離(cm) 

   

 入力 上方 側方 前方 後方 備考 
       
       

厨

房

設

備 

 注：機器

本体上方

の側方又

は後方の

離隔距離

を示す。 

 

上記に分類され

ないもの 

使用温度が 800℃以

上のもの 

― 250 200 300 200 

使用温度が 300℃以

上800℃未満のもの 

― 150 100 200 100 

使用温度が 300℃未

満のもの 

― 100 50 100 50 

       
       

 

（改正案） 

対象火気設備等又は対象火気設備等の種別 離隔距離(cm) 

   

 入力 上方 側方 前方 後方 備考 
       
       

厨

房

設

備 

 

 注：機器

本体上方

の側方又

は後方の

離隔距離

を示す。 

 

固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木炭を燃料とする

もの 

炭火焼き器 ― 100 50 50 50 

不

燃 

木炭を燃料とする

もの 

炭火焼き器 ― 80 30 ― 30 

上記に分類され

ないもの 

使用温度が 800℃以

上のもの 

― 250 200 300 200 

使用温度が 300℃以

上800℃未満のもの 

― 150 100 200 100 

使用温度が 300℃未

満のもの 

― 100 50 100 50 

       
       

 

 

 





















































消 防 予 第 3 3 2 号 
令和５年５月 3 1 日 

 
 
各都道府県消防防災主管部長 
東京消防庁・政令指定都市消防長 

 
消 防 庁 予 防 課 長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 
 

改正火災予防条例（例）の運用等について（通知） 
 
 
「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気

器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正す
る省令等の公布等について」（令和５年５月 31 日付け消防予第 306 号）によ
り示したとおり、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等
の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成 14 年総務省令
第 24 号。以下「省令」という。）及び火災予防条例（例）（昭和 36 年 11 月
22 日付け自消甲予発第 73 号。以下「条例（例）」という。）が改正され、蓄
電池設備及び固体燃料を使用する火気設備等について基準の見直しが図られま
した。 
このうち、蓄電池設備については、脱炭素社会の実現等に向け、更なる普及

の拡大や大容量化が見込まれるとともに、材料・構造等の多様化が進んでいる
こと、JIS（産業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）第 20 条第１項の日本産
業規格をいう。以下同じ。）等の標準規格において、出火防止措置や延焼防止
措置等が盛り込まれるようになってきたこと等を踏まえ、これまで主に開放形
の鉛蓄電池を想定した内容となっていた従前の基準について、蓄電池設備の種
別や安全性に応じた内容となるよう所要の見直しが行われたものです。 
また、固体燃料を使用する火気設備等については、昨今のキャンプブーム等

殿 



を受けて住宅等を含め薪ストーブの利用が広がってきているところですが、従前
はストーブの一般規定が適用され、周囲に１～1.5ｍの離隔距離を確保する必要が
あることから、設置できる場所が限られるという状況にありました。炭火焼き器※

についても、従前は、炉等の一般規定が適用され、周囲に２～３ｍの離隔距離を
確保する必要があるという状況にありました。そこで、薪ストーブや炭火焼き器
については、防火上の安全措置が講じられたものもあることから、基準の見直し
が行われたものです。 

今般、改正後の条例（例）（以下「新条例（例）」という。）の運用等につ
いて、下記のとおりとりまとめましたので、その取扱いに十分配慮されるとと
もに、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村
（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知し
ていただきますようお願いします。 
なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基

づく助言として発出するものであることを申し添えます。 
 
※「炭火焼き器」とは、主に業務用の厨房設備として定置使用されるもので、耐火レン
ガとモルタルで作られた燃焼室部分を金属のフレームで覆う等の構造をしており、
木炭を燃料として食材を加熱調理するものを指す。 

 
 

記 
 
 

１ 新条例（例）の運用及び解説 
⑴ 蓄電池設備の規制対象の見直し（新条例（例）第 13 条第１項関係） 
ア 蓄電池設備の潜在的な火災リスクは、保有する電気エネルギーの大き
さ、すなわち蓄電池容量（キロワット時）に依存すると一般的に考えら
れることから、規制対象の指定に係る単位がアンペアアワー・セルから
キロワット時に改められたこと。 

イ 蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年
消防庁告示第７号。以下「７号告示」という。）第２に定める「JIS C 
8715-2」はリチウムイオン蓄電池を対象とする標準規格であり、また
「JIS C 63115-2」はニッケル水素蓄電池を対象とする標準規格であるこ



と。これらの標準規格では①過充電防止措置、②外部短絡防止措置及び
③内部短絡防止措置又は内部延焼防止措置の３つの安全要求事項が定め
られていること。 

ウ ７号告示第２に定める「これらと同等以上の出火防止措置が講じられ
たもの」の例としては、別紙１の１に掲げる標準規格に適合する蓄電池
設備等が該当すること。 

 ⑵ 転倒等防止措置（新条例（例）第 13 条第１項関係） 
ア 改正前の本規定は酸性又はアルカリ性の電解液を用いた開放型の蓄電
池を想定して、転倒時の安全措置を規定したものとなっていたところ、
今般、酸性又はアルカリ性ではない蓄電池や、転倒に伴い電解液の漏出
のおそれがない蓄電池も普及していることを踏まえ、各種の蓄電池設備
において共通的に求められる地震時の転倒等防止措置として適正化を図
ったものであること。また、所要の経過措置を設けることとしたこと。 

イ 「開放形鉛蓄電池」とは、使用中に補水を必要とする構造の鉛蓄電池
が該当し、一般にベント式と呼ばれるものであること。 

⑶ 屋外に設ける蓄電池設備の建築物からの離隔距離（新条例（例）第 13
条第３項関係） 
 ７号告示第３の「これらと同等以上の延焼防止措置が講じられたもの」
の例としては、別紙１の２に掲げる標準規格に適合する蓄電池設備等が
該当すること。 

⑷ 換気、点検及び整備に支障のない距離（新条例（例）第 11 条第１項第
３号の２関係） 
本規定は、基本的な安全対策を目的とした規定であり、「キュービクル

式」に限定して求めるべきものではないため、共通的に求められる措置と
して適正化を図ったものであること。また、所要の経過措置を設けること
としたこと。 

⑸ 消防長（消防署長）への届出（新条例（例）第 44 条関係） 
本規定は、火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれ

のある設備のうち、特に火災危険性の高いものの設置状況をあらかじめ消
防本部において把握することを目的とした規定であることから、相対的に
火災危険性が低いと考えられる蓄電池容量 20 キロワット時以下の蓄電池
設備は届出を要しないこととしたこと。 



 
２ 新条例（例）の運用に当たっての留意事項 
⑴ 固体燃料を使用する火気設備等の設置の届出の際、対象火気設備等及び
対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件（令和５年消
防庁告示第８号）による改正後の対象火気設備等及び対象火気器具等の離
隔距離に関する基準（平成 14 年消防庁告示第１号。以下「新告示」とい
う。）に定める試験により離隔距離を定めた機器の届出がなされる可能性
があることに留意すること。なお、新告示に定める試験方法・取扱いに関
しては別紙２を参照すること。 

⑵ 新告示第６に定める試験方法は、機器内部の熱源は高温になるものの、
表面の温度は 100 度に達しない対象火気設備、器具等を対象としたもので
あり、「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の運
用について」（令和５年３月 10 日付け消防予第 144 号）を規定化したも
のであること。これに伴い、「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔
距離に関する基準の運用について」（令和５年３月 10日付け消防予第 144
号）は廃止すること。 

 
３ その他 
⑴ 蓄電池設備における標準規格への適合性については、第三者試験機関等
により確認されたもののほか、メーカーや輸入代理店等が自ら所定の方法
により確認したものでも差し支えないこと。 

 ⑵ 今般、延焼防止措置が講じられた蓄電池設備が７号告示に定められたこ  
とを踏まえ、「蓄電池を複数台接続して設置する場合の取扱いについて」
（令和４年３月 31 日付け消防予第 155 号）の一部を別紙３のとおり改正
し、令和６年１月１日から適用すること。 

 
 

消防庁予防課 
担 当：濵田、泉、秋吉 
電 話：03-5253-7523 
E-mail：yobouka-y@ml.soumu.go.jp 



 
別紙１ 

 

蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告
示第７号）第２各号及び第３各号に掲げるものと同等以上の措置が定められた
標準規格の例 

 
１．７号告示第２各号に掲げるものと同等以上の出火防止措置が定められた標
準規格 

標準規格 備考 

IEC 62619 リチウムイオン蓄電池を対象 

IEC 63115-2 ニッケル水素蓄電池を対象 

 
２．７号告示第３各号に掲げるものと同等以上の延焼防止措置が定められた標
準規格 

標準規格 備考 

JIS C 4412-1  

JIS C 4412-2 
JIS C 4412-1で求められる安全要求事項について適合
しているものに限る。 

IEC 62040-1  

IEC 62933-5-2  

 

 



 

別紙２ 

新告示に定める試験方法等に関する補足事項 
 

１ 最大投入量（新告示第２第８号関係） 
最大投入量は、原則は⑴に定める量とし、⑴に定める量が示されていない場 

合は、⑵に定める量とすること。なお、試験を行う際の最大投入量は、燃焼機
器の本体又は説明書等に使用者に対してわかりやすく表示されること。 
⑴ 通常想定される使用における最大の燃料投入量として燃焼機器のメーカ
ーが指定する量 

⑵ 燃焼機器のメーカーが公表している燃焼機器の最大出力及び燃焼効率か
ら、以下の計算式により算出する量 

最大投入量（kg） =
機器の最大出力(kW)※１

使用する固体燃料の発熱量�kW
kg� �

※２
×燃焼効率（％）

 

※１ メーカー・販売者が仕様書等で示している値 
※２ 固体燃料が薪の場合の発熱量は 5.6（kW/kg）とする。 

２ 固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離の特例（新告示第５
関係） 
本試験方法は、固体燃料を使用する燃焼機器のうち、薪又は木炭を燃料とし、 

使用者が手動でこれらの燃料を投入し、燃焼を行う構造であるものを対象と
し、具体的には薪ストーブや炭火焼き器を想定したものであること。試験の実
施に当たっては、以下の事項に留意すること。 
⑴ 試験に使用する固体燃料について 

試験に使用する固体燃料は、以下によることが望ましいこと。 
なお、燃焼機器には、使用できる固体燃料の種別について、本体又は説明 

書等に表示することが望ましいこと。 
ア 薪 

樹種はナラ又はカラマツとすること。含水率は 15％以下（誤差３％）
とすること。 

イ 木炭 
黒炭とすること。 

⑵ 燃焼機器の予熱について 
試験の実施に当たり、燃焼機器の予熱が不足すると安定した燃焼が得ら 

れない傾向があることから、燃焼機器の予熱を十分に行うことが推奨され



ること。一方で、予熱を長時間行うことで灰などの燃料残渣物が蓄積し、燃
焼機器の燃料投入量に誤差が生じることから、第１号において、予熱の時間
は３時間を限度とすることとしたこと。 

⑶ 燃焼のサイクルについて 
燃焼のサイクルを「繰り返す」とは、１のサイクルの終了後に燃焼状態を 

維持し、次のサイクルを直ちに開始する作業を連続して行うことを想定し
ていること。また、試験は５サイクル行う必要があること。 

⑷ 第５サイクル目における注意点 
第５サイクル目は試験の最後に実施するサイクルであるが、近接する可 

燃物の表面温度が当該試験における最も高い温度であった場合、更にサイ
クルを続けた場合は最高温度を更新する可能性がある。このことから、第 5
サイクル目までに、近接する可燃物の表面温度が当該試験における最も高
い温度を示していることが必要であることとしたこと。 

 

３ その他の留意すべき事項 
⑴ 新告示により定めた離隔距離は、新告示第５及び第６に定める試験に適
合した機器であれば、個別に試験を行う必要はなく、同仕様の機器にも適用
可能であること。 

⑵ 新告示第５及び第６に定める試験は、第三者試験機関等が実施したもの 
に限らず、メーカーや輸入代理店等が自ら実施したものでも差し支えない 
こと。 

 

 



 
別紙３ 

 
 

「蓄電池を複数台接続して設置する場合の取扱いについて」（令和４年３月 31日付け消防予第 155号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

蓄電池設備を複数台接続して設置する場合の取扱いについて（通知） 

 

前文 

蓄電池設備については、消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）及

び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成 14 年総務省

令第 24号。以下「対象火気省令」という。）を踏まえた各市町村等の

火災予防条例により、その使用に際し、火災の発生のおそれのある設

備として規制されているところです。 

今般、複数台の蓄電池設備を接続して設置する事例が見られるよう

になりましたが、その蓄電池容量（キロワット時）の算定に当たって

の蓄電池設備の取扱いが市町村によって異なることから、蓄電池設備

を複数台接続して設置する場合の取扱いについて以下のとおりとりま

とめました。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市

町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して、この

旨周知していただきますようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の

規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 
蓄電池設備を複数台接続して設置する場合、蓄電池及びその他の機

器が１の箱に収納されたもので、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼

防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第３に定めるも

のであるときは、当該箱ごとに対象火気省令第３条第 17 号に定める

蓄電池を複数台接続して設置する場合の取扱いについて（通知） 

 

前文 

蓄電池設備については、消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）及

び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成 14 年総務省

令第 24号。以下「対象火気省令」という。）を踏まえた各市町村等の

火災予防条例により、その使用に際し、火災の発生のおそれのある設

備として規制されているところです。 

今般、複数台の家庭用蓄電池を接続して設置する事例が見られるよ

うになりましたが、その容量（アンペアアワー・セル）の算定に当た

っての蓄電池設備の取扱いが市町村によって異なることから、蓄電池

を複数台接続して設置する場合の取扱いについて以下のとおりとりま

とめました。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市

町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して、この

旨周知していただきますようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の

規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 
蓄電池を複数台接続して設置する場合、蓄電池及びその他の機器が

１の箱に収納され、火災予防上一定の安全性を有する（※）ものであ

るときは、当該箱ごとに対象火気省令第３条第 17号に定める「蓄電池

設備」への適合が判断されるものであること。 



 

改正後 改正前 

「蓄電池設備」への該当が判断されるものであること。 

 

 

 

 

（※）当該蓄電池を用いる蓄電システムが日本産業規格（産業標準化

法（昭和 24 年法律第 185 号）第 20 条第１項の日本産業規格をい

う。）（JIS）C4412（低圧蓄電システムの安全要求事項）に定める規

格に適合するものであるなど、火災予防上一定の安全性を有してい

ると認められたものであること。 

 



   都市経営会議資料 

消防本部 予防課 

 

宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が、令和５年５月３１日

に公布されたことなどに伴い、省令を引用している条例の一部を改正しようとする

もの。 

 

２ 改正内容 

(１) 蓄電池設備（条例第１７条）について 

【現行の規制】 

 

 

【改正後の規制】 

蓄電池容量 安全基準 消防本部又は消防署

への届出 

4800ＡＨ・セル（アンペアアワー・

セル）未満 

条例規制対象外 不要 

4800ＡＨ・セル（アンペアアワー・

セル）以上 

条例規制対象 必要 

蓄電池容量 安全基準 消防本部又は消防署

への届出 

10kWh（キロワット時）以下 条例規制対象外 不要 

10kWh（キロワット時）を超え

20kWh（キロワット時）以下 

条例規制対象 

（ＪＩＳ規格等に適合して 

いるものは規制対象外） 

不要 

20kWh（キロワット時）を超える 条例規制対象 

（ＪＩＳ規格等による延焼 

防止措置が講じられたもの

は一部規制緩和） 

必要 



 (２) 固体燃料を用いた対象火気設備の離隔距離の見直しについて 

     別表第３中の厨房設備の離隔距離として、新たに固体燃料を用いた厨房設備 

である「炭火焼き器」の離隔距離を追加した。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

対象火気設備（炭火焼き器）の離隔距離のイメージ図 

 

100㎝

50㎝50㎝

50㎝

50㎝

不燃以外

上方

側方側方

後方

前方

対象火気設備等又は対象火気設備等の種別  離隔距離(cm) 

入力 

(ｋＷ) 

上

方 

側

方 

前

方 

後

方 

厨房

設備 

固体

燃料 

不燃

以外 

木炭を燃料

とするもの 

炭火焼き器 ― 100 50 50 50 

不燃 木炭を燃料

とするもの 

炭火焼き器 ― 80 30 ― 30 


